
　和光市古民家愛好会は、和光市教育委員会により旧冨岡家住宅が復元
される際に実施された「古民家サポーター養成講座」の受講者を主体に発
足した市民団体です。現在は、和光市の協働型委託をうけ、新倉ふるさと
民家園の管理及び事業の企画・運営などを実施しながら、和光市指定文化
財「旧冨岡家住宅」の保存・活用にあたっています。主な活動は、来園者へ
の案内をはじめとした民家園の管理や、各種行事の企画・運営等です。
　和光市古民家愛好会は、現在会員を募集しています。興味がある人は、
直接新倉ふるさと民家園にお越しいただくか、お電話でお問い合わせくだ
さい。皆さんのご参加をお待ちしています!

　これまで坂下公民館と南
公民館では、使用日の3か月
前の1日から先着順で使用申
請書の受付をしていました
が、この方法に加えて、免除
団体（青色のカード）及び8割
減額団体（白色のカード）は、
7月使用分から事前予約申請
ができるようになりました。
　使用したい日の4か月前の
月の15日～21日の間に、使
用申請書を提出（予約）する
ことができます。
※�各公民館の部屋を使用す
るには使用申請書の提出
が必要です。
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生涯学習だより
和光市生涯学習マスコット“なびい”
「なびい」の名前は、学びのなびとナビゲーター（道案内人）のナビを掛け合わせています。

生涯学習
スローガン

学び育てる豊かな心
人が育てる豊かなまち
人間都市　和光

活動紹介：和光市古民家愛好会
問新倉ふるさと民家園 ☎467-7575

　市の教育、学術及び文化の
振興発展に貢献した、学校教
育、並びに社会教育関係の個
人又は団体から、7名の皆さ
んが表彰されました。
　永年にわたり、当市における
学校教育や社会教育のために
ご尽力いただいた皆さんに、
森田教育委員長から一人ひと
りに賞状が授与されました。

被表彰者一覧（敬称略・50音順）
加山 貞夫 和光市文化団体連合会

久保田 砂苗 大和中学校学校評議員
竹渕 建二 第二中学校学校評議員
浪間 貞 第三中学校学校評議員

新坂 賢司 白子囃子保存会
北條 信義 ボーイスカウト和光第一団
武藤 孝子 第三小学校学校評議員

平成26年度和光市教育委員会
表彰式を開催しました

　市では、人権についての理解と認識を深め、人権尊重の意識を高めるこ
とを目的に、市内の学校に標語を募集したところ、5,856作品の応募があ
りました。
　審査の結果、入賞作品が決定しましたのでご紹介します。（敬称略）
【最優秀賞】

◦�誰にでも�笑顔で生きる�明日がある（第二中3年 深野 静花）
【優秀賞】

◦�そのきもち�もらった分だけ�あの子にも（第四小2年 浅子 未結）
◦�やめようよ�見て見ぬふりも�いじめだよ（広沢小5年 岩瀬 柚奈）
◦�今こわそう�偏見の壁�差別の目（第三中2年 清水 百花）

【優良賞】
◦�けんかして�やっときづいた�このきもち（第四小1年 山口 櫂）
◦�なかなおり�なんだか心が�ほっとする（白子小3年 渡辺 春菜）
◦�悪口は�いわない�聞かない�ゆるさない（第三小4年 志村 咲華）
◦�人のこと�大事にしている�君が好き（広沢小6年 小林 達）
◦�悪口は�なぐられるより�痛いんだ（大和中1年 長 将仁）

これらの標語や作文は、市の人権啓発推進に活用させていただきます。
たくさんのご応募、ありがとうございました。

平成26年度人権に関する
標語優秀作品を発表します

問生涯学習課 生涯学習担当 ☎424-9150

坂下公民館・南公民館で
事前予約申請ができるようになりました

問坂下公民館 ☎464-5230　南公民館 ☎463-7621

■�1月から図書館だよりを発行しました。
　図書館からのお知らせ、新刊図書やイベントの
紹介を掲載しています。館内で配布しています。

（ホームページでもご覧になれます）
■�3月からYA通信を発行しました。
　中学生・高校生向けの新刊図書やイベントの
紹介を掲載しています。館内で配布しています。

（ホームページでもご覧になれます。）

■�国立国会図書館デジタル化資料送信サービス
（閲覧）を3月から開始しました。

　平成24年の著作権法改正により、国立国会図
書館がデジタル化した資料のうち、絶版等の理
由で入手が困難な資料について、全国の図書館に
送信することが可能となりました。3月から館内
利用者パソコンで閲覧できるようになりました。 
■�障害者及び要介護認定者へのサービスが充実
しました。

　今まで行っていた郵送貸出サービスに、対面
朗読サービス及びデイジー再生機貸出等を加
え、障害者等サービスが充実しました。障害者及
び要介護認定者等が対象となりますので、これ
らのサービスをご利用になりたい場合は、図書館

までご連絡ください。
■�図書館で借りた資料は大切に扱ってください。
　図書館で借りた資料を失くしたり汚したりし
た場合は同じ資料で弁償していただくことにな
ります。取り扱いに気をつけていただきますよう
お願いします。
　以下のように汚損・破損した場合は弁償して
いただくことになります。

 1.  本をあやまってやぶいてしまった。
2.本を持ち歩いて濡れてしまった。
3.  ペットが噛んで跡がついてしまった。
4.  DVDをケースから出すときに割ってしまった。

 

図書館からの
お知らせ
問図書館 ☎463-8723

問 生涯学習課 生涯学習担当 ☎424-9150

※�期限までに使用料の納付がない場合、予約が取り消され
ますのでご注意ください。

※ 今まで通り、使用したい日の3か月前の1日からは先着順
で使用申請書の受付をします。

A団体（8割減額団体）が8月1日（土）午前に
拠点公民館の会議室を使用希望

公民館は各団体のレターケースに確定通知書を入れる
レターケースがない団体は事務所に取りに行く

団体は確定通知書を公民館窓口に持参し、
使用料を納める（翌月の末日まで）

4月15日（水）～21日（火）
の間に拠点公民館へ使用申請書を提出

予約が確定公民館が重複した団体に連絡

重複した団体は指定日時に来館、
団体間で調整

使用希望が
重ならない

使用希望が
重なる

例
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